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第１章 はじめに 

１．経営計画改定の趣旨と位置づけ 

（１）経営計画（戦略）改定の趣旨 

下水道は、市民の環境衛生の向上や公共用水域の水質等の保全といった都市の健

全な発達に欠かせない重要な役割を担って本市の下水道事業は、平成３年度に公共

下水道事業、平成 12 年度に特定環境保全公共下水道事業の供用を開始しました。 

下水道事業を取り巻く経営環境は、下水道を整備した 30 年～40 年前から大きく

変化しています。人口減少や節水機器の普及等を背景とする有収水量の減少により、

下水道使用料収入の減少が見込まれる一方で、下水道施設の老朽化、耐震化等への

取組の必要性、物価高騰・人件費の上昇等によって、下水道事業の経営はより一層厳

しいものになると予想されます。 

今後老朽化が見込まれる下水道施設の計画的な整備および更新を進めていくため

には、組織や事業の効率化など、経営基盤強化のための取組を一層推進するととも

に、投資費用の合理化を踏まえ、「投資試算」と「財源試算」を均衡させた収支計画

を策定し、中長期的な視野で事業経営に取り組んでいくことが重要です。 

本市では下水道事業の計画的かつ健全な事業推進を図ることを目的として、令和

３年度から令和７年度を計画期間とする「彦根市公共下水道事業・第６期経営計画」

（令和２年度）を策定しました。また、下水道事業の経営環境の変化を踏まえて、将

来にわたり下水道事業を安定的に経営していくために令和５年から令和 14 年度を

計画期間とする「彦根市下水道事業経営戦略」（令和５年度）を策定しています。 

本経営計画は、経営環境の変化に適切に対応し、持続的に安定した経営を行って

いくために、現状と課題を踏まえた中長期的な経営の取組方針を示すことを目的と

して、計画期間を令和８年度から令和 17 年度の 10 年間と定め、これまでの経営計

画と彦根市下水道事業経営戦略を一体化し、改定するものです。本経営計画は公営

企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計

画である「経営戦略」を兼ねています。 

なお、「経営戦略策定・改定ガイドライン」に基づき、今後 5 年ごとに本経営計画

の改定を行い、本経営計画における各目標の達成度の評価等に基づき、今後の施策

や投資・財政計画を見直していきます。  
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（２）経営計画の位置づけ 

本市下水道事業の経営に当たっては、現行の「彦根市総合計画 前期基本計画」

（令和４年３月策定）や「彦根市公共施設等総合管理計画」（令和４年３月改訂）な

どの市の上位計画や「滋賀県汚水処理施設整備構想」などの県の上位計画、また下水

道事業に関する個別計画等との整合を図りながら、各種計画に掲げる政策の実現を

確かなものとするために、本市下水道事業の基本計画として、本経営計画を策定し

ています。 

「彦根市総合計画 前期基本計画」の計画期間は令和４年度から令和７年度まで

であり、現在、後期基本計画の策定に向けて準備が進められているところです。現行

の前期基本計画の主な取組の１つである「公共下水道の整備」については、一般的な

地域の整備を令和９年度を目途に完了する見込みでしたが、交付金の減少等により、

進捗に遅れが生じています。しかし、下水道の未普及地域の解消に向けた取組は継

続していく必要があることから、本経営計画においても、現行の総合計画における

４つの施策（①公共下水道の整備、②水洗化の普及促進、③維持管理体制の充実、④

効率的な経営の推進、経営の健全化）を考慮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-1：第７期経営計画の位置づけ（各計画との関係）  
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第２章 下水道事業の現状と課題 

１．事業の概要 

公共下水道事業は、国土交通省の所管の事業で、主として市街地における下水を

排除または処理するために地方公共団体が構築し、管理する下水道です。終末処理

場があるものを「単独公共下水道」、流域下水道に接続するものを「流域関連公共下

水道」といい、本市は「流域関連公共下水道」に該当し、滋賀県が管理する流域下水

道（東北部浄化センター）へ接続し、汚水処理を行っています。 

また、本市では、主として市街地における下水を排除することを目的とした「公共

下水道」と、市街化区域以外の区域において自然環境の保全等を目的とした「特定環

境保全公共下水道」を一体とした「公共下水道」として事業を実施しています。 

 本市には、農林水産省の所管の事業である農業集落排水事業もありますが、現時

点では、公共下水道に接続していません。令和 10 年度から農業集落排水の７つの処

理区を公共下水道へ順次接続していくことを計画しています。 

 

（令和 7 年 3 月 31 日現在） 

 公共下水道事業 
特定環境保全 

公共下水道事業 

供用開始年月日 平成 3 年 4 月 1 日 平成 12 年４月１日 

法適（全部・一部）・非適の区分※ 法適（一部適用） 

処理区域面積 2,134 ha 356 ha 

処理区域内人口 91,306 人 7,878 人 

水洗化人口 83,935 人 6,922 人 

処理区域内人口密度 42.8 人 / ha 22.1 人 / ha 

処理場数 0 

流域下水道等への接続の有無 有 

図表 2-1 公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業の現況 

 

※「法適」は地方公営企業法の規定を適用する企業を指し、「非適」は地方公営企業法の規定を

適用しない企業を指します。本市では、令和 2 年度から、地方公営企業法を適用しています。  
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（１）下水道人口普及率と水洗化の状況 

① 行政区域内人口の推移 

本市の行政区域内人口は、平成 30 年度末の 112,997 人をピークに減少傾向に転

じており、令和 6 年度末時点で 110,508 人となっています。また、国立社会保障・

人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」では、本市の人口

は今後も減少していくことが見込まれています。 

図表 2-2 行政区域内人口の推移 

② 処理区域内人口と水洗化人口の推移 

行政区域内人口が減少傾向となっているのに対して、処理区域内人口は下水道人

口普及率（以下、「人口普及率」という。）の上昇に伴って増加し続けており、水洗化

人口も人口普及率および水洗化率の上昇によりこれまで増加し続けています。しか

し、下水道整備は終盤を迎え、今後、人口普及率が大きく上昇することは見込めない

ことから、近い将来において、人口減少の影響を受けて、処理区域内人口および水洗

化人口は、減少傾向に転じていくことが見込まれます。 

図表 2-3 処理区域内人口および水洗化人口の推移（下水道事業全体） 
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■下水道人口普及率・水洗化率の推移 

 
令和 2 
年度 

令和 3 
年度 

令和 4 
年度 

令和 5 
年度 

令和 6 
年度 

用語説明 
（算式） 

下水道 
人口普及率

（％） 
85.8 86.3 87.1 88.8 89.8 

行政区域内人口の
うち、処理区域内人
口が占める割合。下
水道がどれだけ普
及しているかを表
す指標。 

水洗化率 
（％） 

91.0 90.9 90.6 90.9 91.6 

下水道が利用でき
る人のうち、どのく
らいの割合の人が
下水道に接続し、実
際に利用している
かを表す値。水洗化
人口を処理区域内
人口で割った値。 

 

（２）管渠の状況 

① 下水道の整備区域 

本市の下水道整備面積は、令和 6 年度末時点で 2,490ha となっており、整備区域

は以下のとおりです。 

図表 2-4 彦根市公共下水道計画一般平面図（令和 7 年 3 月時点） 
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② 年度別整備状況 

令和 6 年度末時点での本市内の下水道管渠延長は汚水が 611km、雨水が 4km と

なっています。管渠の法定耐用年数は 50 年とされており、本市下水道事業において

は、法定耐用年数を経過している管渠は現在のところありませんが、平成元年度頃

から集中的に整備された施設は、将来到来する更新時期が集中することが予想され

るため、長寿命化と計画的な更新・維持管理を進めていく必要があります。 

 

図表 2-5 管渠の年度別整備状況 

※布設年度が明らかでない場合、公共下水道は昭和 56 年度、特定環境保全公共下水道は平成

8 年度のデータに含めて集計しています 

 

 

③ 耐震化の状況 

本市の下水道管はすべて耐震化を完了しており、緊急輸送路の機能確保を目的と

して、マンホールの浮上防止のための対策を実施しています。また、減災対策とし

て、避難所に対するマンホールトイレの設置（６避難所、75 基）を実施しています。 
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２．組織の状況 

（１）組織の状況 

本市の下水道事業における令和 7 年 4 月 1 日時点の組織体制は、以下のとおりで

す。 

図表 2-6 彦根市公共下水道事業の組織体制 

（２）職員の状況 

本市の下水道事業に従事する職員は、 令和２年度から令和６年度まで 19 人程度

となっています。そのうち、40 歳以下の職員は 9 人、41 歳から 55 歳の職員は 7

人、56 歳以上の職員は 3 人となっており、年齢構成について偏りは比較的少ないと

考えられます。 

今後は次世代への継承と専門知識・技能等の向上を図りつつ、下水道事業の安定

的な経営を維持できる体制を整備していく必要があることから、過度な外部委託や

人員削減に留意しつつ、適正な職員数を維持していきます。 

  

 

 
 

上下水道部

上下水道総務課

上水道総務係

下水道総務係

経営企画室

上下水道業務課

上水道業務係

下水道業務係

徴収係上水道工務課

下水道建設課

建設第1係

建設第2係

浄水場
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■職員数の年度別推移 

令和７年 4 月 1 日時点 

 
令和２ 
年度 

令和３ 
年度 

令和４ 
年度 

令和 5 
年度 

令和 6 
年度 

技術職員数（人） 12 13 12 12 12 

事務職員数（人） 6 6 7 6 7 

合計（人） 18 19 19 18 19 

 

■職員年齢構成表 

  
令和７年 4 月 1 日時点 

年齢 
技術職員 
（人） 

事務職員 
（人） 

合計 
（人） 

40 歳以下 5 4 9 

41～45 歳 1 1 2 

46～50 歳 2 1 3 

51～55 歳 2 0 2 

56 歳以上 2 1 3 
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３．料金の状況 

（１）現在の使用料体系 

本市の下水道使用料体系（税抜）は、二部使用料制を採用しており、基本使用料は

一律、従量使用料は逓増型を採用しています。 

本市下水道事業の経営は、本章「4. 経営の状況（３）繰入金の状況」に記載のと

おり、一般会計からの繰入金に依存している状況にあり、今後の更新需要や物価高

騰に対応していくために、早期の財政健全化を果たし、企業債の新規発行を抑制す

るとともに、一般会計からの繰入金を削減する必要がありました。 

そのため、本市公共下水道事業の経営に関わる重要事項について、彦根市公共下

水道事業審議会にて審議を図り、令和５年８月の審議会答申では、令和８年度を目

途に 10％程度の使用料改定を実施する方針で「経営戦略」を策定することが求めら

れました。 

また、令和６年度から令和７年度にかけて開催した彦根市上下水道事業審議会に

おいて、10%の使用料改定の必要性を検証するとともに、複数パターンでの投資・

財政計画について審議を図りました（使用料改定については、「第５章 経営健全化

の取組」をご参照ください）。なお、滋賀県内における近隣団体との使用料の比較（20

㎥/月）は以下のグラフのとおりで、新たな料金体系では県内で２番目に高い水準と

なります。 

 

（旧）下水道使用料（１か月）※令和７年度時点 

 単位：円（税抜） 

区分 基本料金 超過料金（1 ㎥あたり） 

一般排水 1,280 円 

10 ㎥まで 0 円 

10 ㎥を超え 30 ㎥まで 140 円 

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 150 円 

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 160 円 

100 ㎥を超える分 170 円 

特定排水 1,280 円 
10 ㎥を超え 750 ㎥まで 一般排水と同じ 

750 ㎥を超える分 227 円 

公衆浴場排水 9,520 円 300 ㎥を超える分 72 円 
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（新）下水道使用料（１か月）※令和８年４月以降 

 単位：円（税抜） 

区分 基本料金 超過料金（1 ㎥あたり） 

一般排水 1,480 円 

10 ㎥まで 0 円 

10 ㎥を超え 30 ㎥まで 150 円 

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 160 円 

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 170 円 

100 ㎥を超える分 180 円 

特定排水 1,480 円 
10 ㎥を超え 750 ㎥まで 一般排水と同じ 

750 ㎥を超える分 240 円 

公衆浴場排水 10,480 円 300 ㎥を超える分 80 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-7 県内他市町の使用料金比較（20 ㎥/月） 

※県内他市町の使用料金は令和７年４月時点 

2,680
2,980

2,579 2,650 2,700
2,500 2,596

2,300 2,404 2,290

2,655 2,728
3,000

2,700 2,592

0

1,000

2,000

3,000

4,000

20㎥/月の使用料金比較（円）
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４．経営の状況 

（１）下水道使用料の状況 

本章「１.事業の概要」に記載のとおり、行政区域内人口は平成 30 年度をピーク

として減少していますが、未普及地域の整備による処理区域内人口の増加や水洗化

率向上の取組等により有収水量は増加しており、使用料収入は増加傾向にあります。 

しかしながら、下水道整備は終盤を迎え、さらに、近い将来には人口減少が予測さ

れていることから、使用料収入・有収水量も減少傾向に転じていくことが見込まれ

ます。 

図表 2-8 使用料収入と有収水量の推移 

 

（２）企業債残高・資金残高の状況 

本市の企業債残高は着実に減少を続けており、令和 6 年度末時点の企業債残高は

約 304 億円となっています。また、企業債残高対事業規模比率の指標も大きく改

善しています。しかし、本指標は一般会計の負担を控除した結果であり、企業債と

しては 300 億円を超える多額の残高が残っている状況です。 

資金残高は令和２年度から増加傾向になっていますが、支払のタイミングでは一

時借入が必要になるなど、資金繰りは厳しい状況です。 

今後は更新投資に必要な資金需要が高まってくることから、資金残高を十分に確

保しながら企業債残高を適正な水準に抑えていく必要があります。 
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図表 2-9 企業債残高と資金残高の推移 

 

■企業債残高対事業規模比率の推移 

 
令和 2 
年度 

令和 3 
年度 

令和 4 
年度 

令和 5 
年度 

令和 6 
年度 

用語説明 

（算式） 

企業債残高対 
事業規模比率

（％） 

2,179.6 1,804.2 817.4 756.0 691.2 

企業債残高（一般会計負担分を除

く）÷事業の規模（雨水処理負担

金を除く） 

事業規模に比べて企業債残高（一

般会計負担分を除く）がどれくら

いあるのかを見る比率 

 

（３）繰入金の状況 

本市の一般会計からの繰入金は、23 億～24 億円程度の水準で推移しています。

市の財政状況を考慮し、一般会計からの繰入金を毎年度約２％ずつ削減しています

が、安定した下水道事業の運営のために多額の繰入金を必要としています。また、基

準外の一般会計繰入金が繰入金総額に占める割合も 30%程度と高い水準になって

おり、一般会計繰入金への依存を抑えた経営を目指していく必要があります。 

基準内繰入金 

一般会計が本来負担すべき経費の考え方を、国（総務省）が毎年度「繰出基準」とし

て示しており、この繰出基準に基づき、一般会計から繰り出される資金（例：雨水処

理、高資本費対策、分流式下水道等に要する経費） 
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基準外繰入金 

基準内繰入金以外で、公営企業の財源不足を補填する等のため、地方公共団体から任

意で繰り出される資金。一般会計の財政も厳しく余裕がない状況であり、中長期的に

自立的で健全な経営を行うため、可能な限り基準外繰入金の抑制を図っていく必要が

あります。 

図表 2-10 一般会計繰入金の推移 

 

（４）決算の概況 

令和６年度の収益的収支をみると、使用料収入が 15.1 億円と全体の 36%程度で

あるのに対して、繰入金が 18.8 億円と全体の 44％を占めており、収益の多くを一

般会計からの繰入金が占めています。 

総費用の内訳は、減価償却費が 22.0 億円、支払利息が 3.7 億円と水量の変動に左

右されにくい固定費が全体の 62％を占めており、将来において使用料収入が減少し

た際に、下水道事業の経営が厳しくなることが予想されます。 

また、当年度純利益 6.4 億円を計上しているものの、一般会計からの繰入金がな

ければ赤字となっている状況です。 

資本的収支については、建設改良費 13.5 億円、企業債償還金が 30.6 億円と多額

の支出となっており、収益的収支の多額の繰入金がなければ、資金の不足額を補て

んできない状況となっています。 
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 図表 2-11 収益収支・資本的収支の状況（令和６年度） 

 

（５）類似団体と比較した経営状況と課題 

（施設の効率性） 

公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業のいずれも、有収率が類似団体平

均よりも低い水準となっています。本市においては、滋賀県の流域下水道に接続して

いることから、琵琶湖流域下水道東北部処理区関連の県・市町と不明水対策など広域

的な連携を積極的に進めているところであり、今後も有収率の向上および経費縮減

に努めていきます。 

（経営の効率性） 

使用料単価については、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業のいずれ

も、類似団体平均の単価を上回る水準となっています。 

また、経費回収率と経常収支比率についても、両事業ともに、類似団体平均を超え
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る高い水準となっています。しかしながら、経費回収率と経常収支比率は、多額の一

般会計繰入金があることによる影響を受けており、実態よりも良好な水準となって

いると考えられます。 

（経営の健全性） 

汚水処理原価は、公共下水道事業では類似団体平均と同水準であるのに対して、

特定環境保全公共下水道事業では類似団体平均を大きく下回っています。今後も効

率的な経営を目標として、維持管理費等の削減に努めていきますが、決算の概況で見

たように、費用の大部分は減価償却費、支払利息、流域下水道維持管理負担金となっ

ており、大きな改善は難しい状況です。 

自己資本構成比率が両事業で低い水準となっているのは、多額の企業債があるこ

とによるものです。流動比率については特定環境保全公共下水道事業では 81%と類

似団体平均を上回る水準となっているものの、公共下水道事業では 48%と類似団体

平均を大きく下回っており、安定した下水道事業の経営を維持していくために、一定

の資金残高を計画的に確保していく必要があります。 

（自己財源以外の依存度） 

多額の企業債残高があることから、処理人口 1 人当たりの企業債残高および企業

債残高対事業規模比率が類似団体平均よりも高くなっています。また、一般会計か

らの繰入金への依存度を示す繰入金比率・基準外繰入金比率についても、特定環境

保全公共下水道事業は類似団体平均よりも低く抑えられているものの、公共下水道

事業では類似団体平均を大きく上回っています。 

これまでの経営の現状分析により、企業債や一般会計繰入金などの自己財源以外

への依存度が高くなっていること、資金残高が低いことから流動比率が低いこと等

が課題として識別されました。これらの課題を改善するため、使用料改定を検討す

る必要が生じました。  
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図表 2-12 経営指標の類似団体比較（令和５年度） 

 

※ 本市と類似する団体（表内では「類団」と記載）を用いるために、総務省の経営比較分
析表の類似団体区分（公共 Bd1、特定環境保全公共下水道 D2）から人口密度や流域下水
道への接続等を考慮して、比較対象団体を選定しています。 
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第３章 経営計画の基本理念と基本方針 

１．経営計画の基本理念 

未普及地域の下水道整備と計画的な維持管理を推進することで、河川や琵琶湖の

水質保全を図るとともに生活環境の向上をめざし、市民が健康で快適に暮らせる「快

適な生活環境づくり」をめざします。 

 

２．経営の基本方針 

基本理念である「快適な生活環境づくり」を実現させるために、「第２章 下水道

事業の現状と課題」に記載している、本市の下水道事業を取り巻く厳しい経営環境

を踏まえ、将来にわたり事業を安定的に継続させる「経営戦略」を策定し、これに基

づく計画的な経営を行っていくことが重要です。 

このため、経営の基本方針である「彦根市下水道事業経営戦略」を総務省「経営戦

略策定・改定ガイドライン」等を踏まえ、彦根市公共下水道経営計画と一体的に改定

し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組んでいきます。 
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第４章 将来の事業環境 

１．投資計画 

（１）投資目標 

第 6 期経営計画における人口普及率の目標に対して、実績は下表のとおりとなっ

ています。実績が目標を下回っているのは、工事等の遅れによるものではなく、第６

期経営計画における人口予測のぶれによるものであり、整備面積は計画どおりに進

捗しています。なお、人口予測のぶれについては、本経営計画において、本市人口ビ

ジョンだけでなく、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計等を参考にする

ことで精緻化を図っています。 

■人口普及率の目標と実績の比較 

人口普及率 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

計画 87.6% 88.8% 90.0% 91.5% 

実績 86.3% 87.1% 88.8% 89.8% 

 

令和 6 年度末現在の人口普及率は約 89.8％となっています。人口普及率は、令和

6 年度の全国平均（81.8%）を超えているものの、滋賀県内平均（93.4％）と比べ

ると約 4 ポイント低い状況にあり、まだ多くの未整備地域を残しています。市内に

おける居住環境の格差是正のためにも、未整備地域の早期解消に努めるとともに、

計画区域の見直しも含めた効率的な整備手法を検討し、令和 17 年度までに人口普

及率 97%を目指します。 

また、令和 10 年度から段階的に農業集落排水を公共下水道へ接続することを計画

しています。最終的には、農業集落排水の処理区域はすべて公共下水道に接続され

ることになり、公共下水道事業に業務が集約化され、広域化による業務の効率性の

向上、農業集落排水施設の更新投資の抑制等を見込んでいます。 

  

・令和 17 年度までに人口普及率を 97％ 

・令和 10 年度から農業集落排水を公共下水道事業へ接続 
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（２）投資計画 

今後、毎年 16 億円程度の建設改良を実行し、令和 6 年度から令和 17 年度までで

188 億円の投資が必要となる見込みです。 

新規整備の工事は令和 15 年度頃までの予定としており、年間 16 億円程度の投資

が見込まれます。令和 16 年度以降はストックマネジメント計画に基づき、計画的な

維持管理および長寿命化対策を実施しながら、投資の平準化も考慮して、毎年 14 億

円程度の更新投資を実施する予定としています。そのため、継続して多額の資金が

必要になることが見込まれています。なお、新規投資および更新投資には、県の流域

下水道への建設負担金（2.4 億円/年）が含まれています。 

図表 4-1 建設改良費の将来推計 
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２．財源計画  

（１）財源目標 

 

 

 

第 6 期経営計画における一般会計繰入金の目標に対して、実績は下表のとおりと

なっており、令和６年度を除き、すべての年度において目標を達成しています。 

■一般会計繰入金の目標と実績の比較 

 一般会計繰入金 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

計画（百万円） 2,396 2,346 2,298 2,251 

実績（百万円） 2,396 2,345 2,298 2,266 

市の財政も厳しい状況にあり、これまで年２％程度の削減をしてきた一般会計か

らの繰入金を今後は年３％程度の削減を目標とします。人口普及率の向上等による

有収水量の増加に伴って、令和 17 年度頃まで使用料収入の増加は見込めるものの、

近年の物価上昇等の影響を受けており、一般会計繰入金の更なる削減により、下水

道事業の経営は一層厳しくなると考えられます。 

また、本市は流動比率が低く、資金繰りの状況によっては一時借入を利用してい

ますが、安定した経営を維持するために、営業費用の約半年分（15 億円程度）およ

び災害等に対する予備資金を含め、本経営計画の計画期間において、資金残高 15 億

円～20 億円の確保を目標とします。 

一般会計繰入金という財源を削減しつつ、現在の水準以上の資金を確保していく

ことは困難であり、将来においても安定した下水道事業の経営基盤の確立のため、

効率的な経営による維持管理費等の削減に努めながら、経営健全化の取組として、

令和８年４月に約 10%の使用料改定（引上げ）の実施を予定しています。 

 

（２）財源計画 

① 使用料収入の見通し 

国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計における増減率と本市における直近の

処理区域内人口の数値を用いて、処理区域内人口の将来推計を実施しました。令和 10 年

度から処理区域内人口が増加しているのは、農業集落排水を公共下水道に段階的に接続

することが計画されているためです。 

・一般会計繰入金の年３%程度の削減（※基準内繰入金は除きます。）  

・本経営計画の計画期間において、資金 15~20 億円程度の確保 
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図表 4-2 処理区域内人口と人口普及率の将来推計 

有収水量および使用料収入は、処理区域内人口および人口普及率の増加に伴って、

令和 17 年度頃まで増加していきます。令和 17 年度以降は人口減少等の影響を受け

て、使用料収入は減少していく見込みとなっています。減価償却費や支払利息など

の固定的な経費が大部分を占めていることに加えて、物価上昇や流域下水道の負担

金単価の引上げが予定されており、費用の削減が容易ではないなか、使用料収入も

減少していくことになるため、将来の事業環境はさらに厳しくなることが予想され

ます。なお、有収水量は「家庭用」と「その他」の用途に分けて推計し、家庭用の有

収水量は処理区域内人口の減少等に連動するかたちで推計し、その他の有収水量は

過去実績の推移を踏まえて推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-3 有収水量と使用料収入の将来推計  
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② 企業債の見通し 

企業債の償還額は、令和 4 年度をピークに減少傾向にありますが、計画期間にお

いて、毎年 15 億円～30 億円程度の償還があり、資本費平準化債の制度を活用して

いくことを予定していますが、下水道事業の財政上の大きな負担となっています。 

企業債残高は、令和 6 年度末で 304 億円（公共：240 億円、特環：64 億円）、令

和 17 年度末には 193 億円（公共：151 億円、特環：42 億円）と 111 億円の減少

を見込んでいますが、依然として多額の企業債が残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-4 企業債発行／償還額の将来推計 
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③ 繰入金の見通し 

「第２章 下水道事業の現状と課題」で確認したように、本市下水道事業は多額

の一般会計繰入金に依存しています。一般会計も厳しい財政状況にあることから、

基準外の繰入金については、可能なかぎり削減していくことが求められています。 

その結果、繰入金総額は減少傾向となり、令和４年度には 23 億円程度あった一般

会計繰入金が令和 14 年度以降は 14 億円程度の水準にまで引き下げられ、R15 年度

以降は基準外の繰入がなくなる見込みとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-5 一般会計繰入金の将来推計 

 

④ 資金の見通し 

資本費平準化債の活用により、計画期間を通じて 15 億円程度の資金残高を維持

し、令和 8 年度からは資金残高が増加に転じる見込みとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4-6 資金残高の将来推計 
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第５章 経営健全化の取組 

１．これまでと今後の経営健全化の取組  

本市下水道事業では、安定した経営を実現していくために、これまで費用の削減

および収益の増加の双方について、以下の取組を実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-2 収益増加等に関するこれまでの主な取組 

 

 

 

図表 5-1 費用削減等に関するこれまでの主な取組 

 

図表 5-2 収益増加等に関するこれまでの主な取組 

 



25 

 

今後は、これまでの取組を継続しながら、今後も下水道事業の健全な経営を図る

ため、以下の取組を進めていくことにより、費用縮減・収益増加に努めていきます。 

 

図表 5-3 費用削減・収益増加等のための今後の主な取組 
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２．使用料改定  

第２章「下水道事業の現状と課題」に記載のとおり、本市公共下水道事業の経営

は、多額の企業債・一般会計繰入金に依存しており、資金残高も低い水準にありま

す。 

令和５年８月の審議会答申では、健全な下水道事業の経営のために、現状の下水

道使用料に対して 30％程度の改定が必要であるものの、物価高騰が続く中、30％

の改定は受益者に与える影響が大きいことから、 急激な変化は避け、令和８年度

を目途に 10％程度の使用料改定を実施する方針で「経営戦略」を策定することが

求められ、令和６年度から令和７年度の彦根市上下水道事業審議会において、使用

料改定の必要性を再度検証しました。 

その結果、本市下水道事業の将来の経営環境は、前回よりも一般会計繰入金を削

減していく必要があることに加えて、物価上昇、流域下水道維持管理負担金単価の

値上げ等、より厳しくなることが見込まれました。そのため、使用料の改定率など

について複数パターンを策定し、比較検討した結果、安定した下水道事業の経営を

確保していくためには、10%程度の使用料改定が必要という結果となりました。本

経営計画の投資・財政計画においても、令和８年４月から使用料改定を反映させて

います。 

今回の使用料改定により、当面の間は健全な経営を維持できる見込みとなってい

ますが、継続して経費削減、投資の長寿命化、合理化などの施策を講じ、経営改善を

行いつつ、使用料単価の見直しの必要性について、少なくとも５年に１度の頻度で

検討を行っていきます。  
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第６章 投資・財政計画 

１．前回計画と実績の比較 

前回経営計画の投資・財政計画と実績がどのように推移しているかについて、下

表で示しています。なお、前回経営計画は令和 3 年度以降を計画期間としているた

め、令和 3 年度から令和６年度について実績との比較を実施しました。 

収益的収支については、処理区域内人口および有収水量の実績が計画よりも少な

かったことが主な要因で、使用料収入および流域負担金等が計画よりも減少してい

ます。資本的収支については、収益的収支と資本的収支の間で一般会計繰入金の入

繰等が生じているものの、概ね計画と同水準で推移しています。 

人口および有収水量の予測、一般会計繰入金の推計に当たっては、前回経営計画

の結果も踏まえて、本経営計画における投資・財政計画を策定する際の前提条件に

反映させています。 

 

図表 6-1 収益的収支の計画・実績の比較 
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図表 6-2 資本的収支の計画・実績の比較 
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２．投資・財政計画  

投資・財政計画シミュレーションを作成するにあたって、前提とした条件は以下

のとおりです。なお、前提条件の設定に当たっては、昨今の物価上昇や人件費上昇

を踏まえて算定しています。 

投資・財政計画シミュレーションの前提条件 

項目 前提条件 

収
益
的
収
支 

収
入 

営業収益 

料金収入 

（家庭用） 

処理区域内人口×１人あたり有収水量×年間日

数×使用料単価（※1）で算定 

※1 過年度の実績を踏まえ算定（令和８年度以

降は、過年度の使用量単価に 10%の使用料改

定を反映させています） 

※その他の用途は過年度実績に基づき推計 

受託工事収益 ゼロとして算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

営業外収益 

長期前受金戻入 将来の投資計画を踏まえ算定 

他会計繰入金 将来の繰入金の予定を踏まえ算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

支
出 

営業費用 

職員給与費 
過年度の実績に賃金上昇率 2.11%/年を乗じて

算定 

減価償却費 過年度実績、将来の投資計画を踏まえ算定 

流域下水道管理

運営負担金 
有収水量に将来の見込み単価を乗じて算定 

その他 
過年度の実績に物価上昇率 0.70%/年を乗じて

算定 

営業外費用 
支払利息 

既存債は、既存債の返済スケジュールをもとに

算定。新発債は、一定の仮定を基に算定 

その他 過年度の実績を踏まえ算定 

特別損益 ゼロとして算定 

資
本
的
収
支 

収
入 

企業債 将来の投資計画を踏まえ算定 

他会計出資金 将来の繰入金の予定を踏まえ算定 

国（都道府県）補助金 過年度の実績を踏まえ算定 

工事負担金 過年度の実績を踏まえ算定 

支
出 

建設改良費 将来の投資計画を踏まえ算定 

企業債償還金 将来の返済計画に基づき算定 



 

30 

 

公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業合算  
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公共下水道事業 
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特定環境保全公共下水道事業  

※一般会計繰入金の推計に当たって按分計算をしている関係で、令和 12 年度から最終損益が赤字となっていますが、公共下水道事業と一体で経営をしており、下水道事業全体では

経営上の問題はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

36 

 

３．原価計算表 

原価計算表は、使用料算定期間内における使用料水準が適切なものであるかを示すも

のであり、下表は令和 8 年度から令和 12 年度までの 5 年間を使用料算定期間として試

算したものです。本市では公共下水道事業として、公共下水道と特定環境保全公共下水

道を有していますが、一体として経営を考えていることから、原価計算表は公共下水道

と特定環境保全公共下水道を合算して算定しています。 

原価計算の結果、将来の物価上昇等に対応するための資産維持費を設定しなければ、

経費回収率は 100%という結果となり、汚水処理に要する費用を使用料等で回収できる

見込みとなりました。しかしながら、資産維持費を減価償却費の６％程度として設定し

た場合には、経費回収率は 95.6％と 100%を下回ります。今後、使用料の水準を定期的

に見直していくなかで、資産維持費の設定の要否や方針について検討していきます。 
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第７章 経営計画の事後検証・更新等 

１．経営計画目標 

（１）経営・財務面の指標 

指標 分類 
R6 年度 

(実績) 

R12 年度 

(目標) 

R17 年度 

(目標) 
算式 

経常収支比率 （経営の健全性） 118.4% 111.9% 100.0% 経常収益÷経常費用 

経費回収率 （経営の効率性） 99.8% 100.0% 100.0% 
使用料収入÷汚水処理費用

(公費負担分を除く)  

資金残高 （経営の健全性） 
1,370,758

（千円） 

1,623,549 

（千円） 

2,492,944 

（千円） 
現預金残高 

一般会計繰入

金の削減率 
（経営の健全性） ― △3% △3% 

前年度の一般会計繰入金から

約△3%減少（基準内繰入

金は除く） 
 

 

（２）事業・施設面の指標 

指標 分類 
R6 年度 

(実績) 

R12 年度 

(目標) 

R17 年度 

(目標) 
算式 

下水道 

人口普及率 
（施設の効率性） 89.8% 95.6% 97.0% 

処理区域内人口÷行政区域

内人口 

水洗化率 （施設の効率性） 91.6% 92.7% 93.7% 
水洗化人口÷処理区域内人

口 

農業集落排水

施設の公共接続 
（施設の効率性） ― 

4 

（箇所） 

7 

（箇所） 

農業集落排水から公共下水道

への接続数 
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２．計画の推進と点検・進捗管理の方法 

経営計画の推進のため、毎年度、投資・財政計画や目標指標の実績と計画を比較し、進

捗管理を行うとともに、必要に応じて、投資・財政計画や目標指標の見直しの必要性を検

討することで、PDCA サイクル（計画策定（Plan）-実施（Do）-検証（Check）-見直し

（Action））を導入します。 

また、毎年度の検討も踏まえたうえで、少なくとも５年に一度、経営計画の見直しを実

施し、目標の達成状況や見直した経営計画を市民のみなさまへ公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経
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３．経費回収率向上に向けたロードマップ 

「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（2020（令和 2）

年 7 月 21 日付け国水下企第 34 号）において、経費回収率の向上に向けた収支構造の適

正化に係る具体的取組および実施予定時期を記載したロードマップの策定が求められて

いることから、以下に示します。 

経費回収率向上に向け、本経営計画の見直しにあわせて使用料の在り方を検討し、一般

会計部局と協議の上、改定の有無を決定していきます。 

さらに、広域化・共同化や民間活力の活用等を検討、推進し、経費削減に努めていきま

す。そして、これらの取組の成果を測るため、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道

事業合算の経常収支比率 100％以上、経費回収率 100％以上を業績目標として定めます。 

 

 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

経営計画 計画期間           

経営計画改定     ◎     ◎ 

経営計画見直し作業           

使用料の在り方の検討 
使用料

改定 
         

広域化・共同化の 

検討、推進 
          

民間活力の活用の 

検討、推進 
           

 

業績目標 R6 実績 R12 目標 R17 目標 

経常収支比率 118.4% 112.5% 100.1% 

経費回収率 99.8% 100.0% 100.0% 
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参考資料 用語集 
 

用語集 説明 

あ 

ウォーターPPP 

PPP（Public Private Partnership）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間

が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等

を図るものであり、指定管理者制度や包括的民間委託、PFI（Private Finance Initiative）など、

様々な方式があります。これらの方式のうち、官民連携の裾野を拡大すべく、公共施設等運営事業

（コンセッション方式）に準ずる効果が期待できる官民連携方式をコンセッションと併せて、「ウォーター

PPP」として導入が推進されています。 

汚水処理原価 

汚水処理に要した経費を有収水量で除したもの。有収水量１㎥あたり、どれくらいの経費が汚水処理

費用に要するかを示し、低い方が望ましい指標です。 

（算式）汚水処理費用(公費負担分を除く)÷有収水量 

か 

管渠改善率 

１年間に改築更新管渠延長が、総管渠延長に占める割合を示したもの。１年間にどれだけ管渠の老

朽化対策を実施したかを見る指標。指標を評価するうえで、団体の固有の状況による影響を受けるた

め、明確な数値基準はありません。 

（算式）改善(更新・改良・修繕)管渠延長÷下水道布設延長 

管渠老朽化率 

総管渠延長のうち、法定耐用年数を経過した管渠がどれだけあるかを見る指標。高ければ高いほど、老

朽化が進んでいることを示す。本市では、本経営計画策定時点において、法定耐用年数を経過した管

渠はありません。 

（算式）一定（法定耐用）年数を経過した管渠延長÷下水道布設延長 

企業債 地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方債のこと。 

企業債残高 

対事業規模比率 

事業規模に比して企業債残高（一般会計負担分を除く）がどれくらいあるのかを見る比率。指標を評

価するうえで、明確な数値基準はありませんが、経年比較や類似団体との比較等により、髙すぎたり低

すぎたりする場合には、適切な水準となっているか検討が必要となります。 

（算式）企業債残高(一般会計負担分を除く）÷事業の規模(雨水処理負担金を除く) 

基準外繰入金 一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める基準に基づかないもの。 

基準外繰入金比率 

総収入に占める基準外繰入金の割合であり、繰入金への依存度を表す指標。基準外繰入金が発生

する理由にもよりますが、一般的には低い方が望ましい指標です。 

（算式）基準外繰入金÷繰入金 

基準内繰入金 一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める基準に基づくもの。 

繰入金（繰出金） 
一般会計から下水道事業会計に繰り出される資金のこと。基準内繰入金と基準外繰入金がある。一

般会計側から見たときは「繰出金」と呼ぶ。 

繰入金比率 

総収入に占める繰入金の割合であり、繰入金への依存度を表す指標。指標を評価するうえで、明確な

数値基準はありませんが、基準外繰入金の割合、経年比較や類似団体との比較等により、髙すぎたり

低すぎたりする場合には、適切な水準となっているか検討が必要となります。 

（算式）繰入金（雨水処理負担金除く）÷総収入 
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経常収支比率 

料金収入、一般会計繰入金等の収益で、経常的な費用がどの程度賄われているかを示す指標。

100%以上となっていることが望ましい指標です。 

（算式）経常収益÷経常費用 

経費回収率 

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標。汚水処理に係る全ての費用を

使用料によって賄うことが原則であることから、100%以上であることが望ましい指標です。 

（算式）使用料収入÷汚水処理費用(公費負担分を除く) 

下水道BCP 

BCPとは、業務継続計画（Business Continuity Plan）を意味しています。業務継続計画とは、

大規模な災害、事故、事件等で職員、庁舎、設備等に相当の被害を受けても、優先実施業務を中

断させず、例え中断しても許容される時間内に復旧できるようにするため、策定・運用を行うものです。 

下水道施設は市民生活にとって重要なライフラインの一つであり、災害時にもその機能を維持または早

期回復することが必要不可欠であることから、災害時における下水道機能の維持・早期回復等を目的

として、平時から災害に備えるために下水道BCPを策定しています。 

公共施設等運営事業（コ

ンセッション事業） 

利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を

民間事業者に設定する方式です。 

さ 

自己資本構成比率 

総資本のうち、自己資本の割合を表す指標です。明確な数値基準はありませんが、経年比較や類似

団体との比較等により、適切な水準かを検討することになります。 

（算式）（資本合計＋繰延収益）÷（負債＋資本合計） 

資本的収支 
企業の将来の経営活動に備えておこなう建設改良および建設改良に係る企業債償還金などの支出

と、その財源となる収入 

資本費平準化債 
下水道事業債の元金償還期間と減価償却期間との差により構造的に生じる資金不足を補うために発

行する企業債 

収益的収支 一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用 

使用料単価 

有収水量1㎥あたりの使用料収入であり、使用料の水準を表す指標。指標を評価するうえで、明確な

数値基準はありませんが、経費回収率など他の指標の状況、経年比較や類似団体との比較等により、

髙すぎたり低すぎたりする場合には、適切な水準となっているか検討が必要となります。 

（算式）使用料収入÷年間有収水量 

水洗化人口 
下水道の処理区域内で実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口。 

（算式）水洗便所設置済人口÷処理区域内の行政人口 

た 

長期前受金戻入 
固定資産取得のために交付された補助金などについて、減価償却見合い分を収益化したもので、現金

を伴わない収益 

は 

分流式下水道 汚水と雨水を分けて流す方式の下水道のこと 

や 

有形固定資産減価償却

率 

企業が保有する有形固定資産の償却がどれくらい進んでいるのかを表す指標。施設全体の老朽化の

度合いを示すもので、指標を評価するうえでの数値基準はありません。 

（算式）減価償却累計額÷償却資産の取得価格 
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有収水量 使用料徴収の対象となる水量 

有収率 

年間総汚水処理水量に対する使用料徴収の対象となった水量( 有収水量) の割合を示し、高い方

が望ましい指標です。 

（算式）年間有収水量÷年間汚水処理水量 

ら 

流動比率 

流動資産を流動負債で除したもの。企業の短期的な支払い能力を簡易的に示し、100%以上である

ことが望ましい指標です。 

（算式）流動資産÷流動負債 

 


